
三
月
三
一
日
、
翌
々
日
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
入
社
式

に
参
加
す
る
新
入
社
員
へ
の
呼
び
か
け
行
動
を
取

り
組
ん
だ
。

冷
た
い
風
吹
く
新
白
河
研
修
セ
ン
タ
ー
前
で
、

「
組
合
は
自
分
の
意
思
で
選
ぼ
う
」「
組
合
は
職
場

に
来
て
か
ら
加
入
し
よ
う
」
「
組
合
加
入
は
個
人

の
自
由
」
「
Ｊ
Ｒ
東
日
本
入
社
を
心
か
ら
歓
迎
し

ま
す
」
「
Ｊ
Ｒ
東
日
本
入
社
お
め
で
と
う
」
な
ど

の
横
断
幕
、
看
板
を
持
っ
た
国
労
東
日
本
本
部
青

年
部
や
各
地
区
本
部
・
支
部
組
織
部
長
が
、
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
一
六
九
人
、
鉄
道
事
業
一
三
五
八
人
、

医
療
職
三
二
人
の
計
一
五
五
九
人
の
新
入
社
員
に
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「
将
来
像
」
を
一
緒
に
考
え
、
と
も
に
悩
み
歩
ん
で

い
き
た
い
、
ま
た
そ
の
為
の
手
助
け
が
出
来
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

各
現
場
の
経
験
豊
富
な
国
労
組
合
員
ス
タ
ッ
フ

が
、
皆
さ
ん
の
相
談
に
い
つ
で
も
親
身
に
応
え
る

準
備
を
し
て
い
ま
す
。「
分
か
ら
な
い
こ
と
」「
疑

問
な
こ
と
」
な
ん
で
も
、『
聞
い
て
み
た
い
』
と
思

っ
た
ら
近
く
の
国
労
組
合
員
ス
タ
ッ
フ
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

今
号
か
ら
、
皆
さ
ん
が
Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
で
働

く
上
で
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
身
近
な
労
働
条
件

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
是
非

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
【
給
料
の
こ
と
】
に
つ
い
て
で
す
。

皆
さ
ん
は
将
来
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
・
貨
物
を
背
負

い
、
そ
の
事
業
を
動
か
し
て
い
く
、
重
要
な
存
在

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
国
鉄
労
働
組
合

（
以
下：
国
労
）
は
、
皆
さ
ん
の
「
希
望
」「
不
安
」

平
成
一
九
年
度
新
規
採
用
者
の
皆
さ
ん
！

Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
・
Ｊ
Ｒ
貨
物
会
社
へ
の
入
社

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
た
ち
国
鉄
労
働
組

合
は
、
心
か
ら
皆
さ
ん
の
入
社
を
歓
迎
し
ま
す
。

皆
さ
ん
が
Ｊ
Ｒ
で
働
い
て
い
く
と
、
仕
事
の
こ

と
や
職
場
環
境
、
休
日
、
残
業
、
セ
ク
シ
ャ
ル
／

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
･
･
･
ｅ
ｔ
ｃ
、
様
々
な

こ
と
で
悩
む
こ
と
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。働

く
人
は
弱
い
立
場
に
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
で

は
な
か
な
か
問
題
を
解
決
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
み
ん
な
の
力
を
合
わ
せ
、
働
き
や
す
い

条
件
づ
く
り
、
問
題
解
決
を
し
て
い
く
の
が
労
働

組
合
で
す
。

私
た
ち
国
労
は
一
九
四
六
年
の
結
成
以
来
、
働

き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
目
指
し
、
全
国
の
仲
間

と
共
に
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
の
レ
ー
ル
は

全
国
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
全
国
の
Ｊ
Ｒ
会
社

に
働
く
仲
間
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
に
は
、
複
数
の
労
働
組
合
が

あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
が
ど
の
労
働
組
合
に
加
入
す
る
か
は
、

仕
事
を
し
て
い
く
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
に
加
入

し
て
い
る
先
輩
た
ち
を
見
て
、
話
を
し
て
、
自
分

の
自
由
な
意
思
で
選
び
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

訴
え
た
。

今
年
は
、
昨
年
の
よ
う
に
、
研
修
セ
ン
タ
ー
直

前
で
バ
ス
の
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
さ
せ
た
り
、
覗
き

見
を
止
め
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
中
に
は
笑

っ
て
手
を
振
る
新
入
社
員
の
姿
も
見
え
た
。
当
日

は
、
行
動
の
途
中
か
ら
あ
い
に
く
ど
し
ゃ
ぶ
り
の

雨
に
な
り
、
若
干
早
く
切
り
上
げ
て
の
行
動
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
組
合
を
選
ぶ
た
め
の
指
針
を

示
せ
た
と
感
想
を
出
し
合
い
、
当
日
の
行
動
を
終

了
し
た
。

四
月
二
日
に
は
、
Ｊ
Ｒ
貨
物
の
入
社
式
が
水
道

橋
・
Ｊ
Ｒ
貨
物
本
社
前
の
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

皆
さ
ん
が
最
初
に
手
に
す
る
給
料
は
、
高
校
・

専
門
・
短
大
・
大
学
卒
業
や
社
会
人
採
用
で
基
本

給
が
以
下
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

高
校
卒
業
　
　
　
　
一
四
二
九
〇
〇
円

（
一
等
級
一
四
号
俸
）

専
門
・
短
大
卒
業
　
一
六
〇
五
〇
〇
円

（
二
等
級
二
〇
号
俸
）

大
学
卒
業
　
　
　
　
一
八
一
一
〇
〇
円

（
三
等
級
一
六
号
俸
）

大
学
（
院
）
卒
業
　
一
九
六
〇
〇
〇
円

（
三
等
級
二
八
号
俸
）

社
会
人
採
用
　
　
　
年
齢
別
保
障
基
本
給

＊
今
年
度
は
基
本
給
に
九
〇
〇
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

＊
定
期
昇
給
は
毎
年
四
月
に
四
号
俸
を
所
定
　
　

昇
給
号
俸
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
各
種
手
当
が
あ
り
ま
す
。

学
校
卒
業
者
の
初
任
給
調
整
手
当

一
年
目
　
　
　
　
六
〇
〇
〇
円

二
年
目
　
　
　
　
三
〇
〇
〇
円

都
市
手
当

（
在
勤
箇
所
に
よ
り
基
本
給
に
以
下
の
割
合
）

Ａ
級
地
　
　
　
　
一
五
％

Ｂ
級
地
　
　
　
　
一
〇
％

Ｃ
級
地
　
　
　
　
　
六
％

Ｄ
級
地
　
　
　
　
　
三
％

次
号
で
は
、
所
定
勤
務
以
外
に
働
い
た
場
合
の

割
増
賃
金
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
休
み
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ン
で
行
わ
れ
た
。
当
日
は
入
社
式
の
オ
ン
パ
レ
ー

ド
で
、
Ｊ
Ｒ
関
連
会
社
の
入
社
式
な
ど
も
催
さ
れ

る
な
か
、
Ｊ
Ｒ
貨
物
会
社
の
新
入
社
員
、
ピ
カ
ピ

カ
の
三
一
四
人
に
訴
え
た
。
残
念
な
が
ら
こ
ち
ら

は
、
あ
い
も
変
わ
ら
ず
事
前
に
通
達
し
て
あ
っ
た

の
か
、
チ
ラ
シ
を
受
け
取
る
人
は
殆
ど
居
な
か
っ

た
が
、
数
名
が
興
味
を
持
っ
て
受
け
取
っ
た
。

　
思�
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日
　
　
時
　
　
六
月
一
五
日
（
金
）

一
八
時
三
〇
分
よ
り

会
　
　
場
　
　
国
労
東
京
地
本
会
議
室

議
　
　
題
　
　
①
　
大
会
の
運
営

②
　
組
み
合
わ
せ
抽
選

③
　
そ
の
他

※
な
お
、
三
五
回
地
本
野
球
大
会
は
以
下
の
と

お
り
開
催
す
る
こ
と
と
す
る
。

◆
日
　
　
時

八
月
一
七
日
（
金
）

一
・
二
回
戦
（
第
一
試

合
〜
第
三
試
合
）

九
月
　
四
日
（
火
）

準
決
勝
・
決
勝
・
三
位
　

決
定
戦

予
備
日
は
九
月
一
三
日

（
木
）
と
す
る
。

◆
場
　
　
所

都
立
大
井
ふ
頭
中
央
海
　

浜
公
園
・
大
井
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
野
球
場

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル
「
大
　

井
競
馬
場
駅
」
下
車

既
報
（
№
一
六
八
三
）
で
、
前
回
大
会
以
降
九

つ
の
自
治
体
か
ら
、
Ｊ
Ｒ
不
採
用
事
件
の
早
期
解

決
を
求
め
る
意
見
書
や
要
望
書
が
出
さ
れ
て
い
る

と
お
知
ら
せ
し
た
。

そ
の
後
も
東
京
都
日
の
出
町
（
三
・
一
九
）、
神

奈
川
県
横
浜
市
（
三
・
二
〇
）、
東
京
都
国
分
寺
市

（
三
・
二
六
）、
東
京
都
八
王
子
市
（
三
・
二
七
）、

東
京
都
武
蔵
野
市
（
三
・
二
七
）、
東
京
都
品
川
区

（
三
・
二
七
）
で
意
見
書
が
続
々
と
採
択
。

二
〇
〇
三
年
一
二
月
の
最
高
裁
判
決
以
降
だ
け

で
も
一
八
八
の
自
治
体
で
決
議
さ
れ
、
累
計
で
は

一
八
都
道
府
県
、
全
国
六
九
六
自
治
体
、
延
べ
一

〇
五
二
本
に
の
ぼ
る
。

採
択
に
あ
た
り
各
政
党
、
議
員
の
方
々
に
御
尽

力
頂
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
す
る
と
共
に
、
一
刻

も
早
い
納
得
の
い
く
解
決
に
向
け
、
組
織
の
総
力

を
挙
げ
た
取
り
組
み
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

昨
年
一
一
月
の
包
括
和
解
解
決
金
の
一
部
を
、

東
京
地
方
本
部
と
し
て
Ｄ
Ｌ
Ｒ
（
傷
病
災
害
救
援
）

基
金
に
寄
贈
し
た
。

四
月
九
日
、
国
鉄
闘
争
支
援
中
央
共
闘
会
議
・

中
里
忠
仁
議
長
（
デ
ー
ル
基
金
理
事
長
代
行
）、
山

口
弘
文
事
務
局
長
（
デ
ー
ル
基
金
専
務
理
事
・
事

務
局
長
）
に
、
東
京
地
本
の
阿
部
委
員
長
・
笹
原

書
記
長
が
目
録
を
手
渡
し
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
小
雨
そ
ぼ
降
る
中
、
第
一
五

回
へ
ら
鮒
釣
り
大
会
が
幸
手
市
・
神
扇
池
で
開
催

さ
れ
た
。

春
と
は
思
え
ぬ
肌
寒
い
中
で
は
あ
る
が
、
テ
ン

ト
の
中
に
入
り
、
静
か
に
闘
志
を
燃
や
し
な
が
ら

熱
戦
を
繰
り
広
げ
た
。

【
結
果
】

優
　
勝
　
関
和
哲
夫

中
央
・
東
京
電
気
工
事
事
務
所

二
七
・
五
ｋ
ｇ

準
優
勝

中
村
　
寛
　

上
野
・
松
戸

運
転
区

二
六
・
五
ｋ
ｇ

第
三
位
　
　
　
　
　

八
巻
史
裕
　
　
　

上
野
・
北
千

住
駅

一
八
・
六
ｋ
ｇ

ＪＲ不採用問題に関する意見書　　
昭和６２年の国鉄・分割民営化に伴う不採用問題は、本年で２０年を経

過しようとしている。
本件に関しては、各地方労働委員会及び中央労働委員会が不当労働行為を
認定し、救済命令を発したが、平成１５年１２月最高裁判所第一小法廷は、
ＪＲに責任を問えないとして救済命令を取り消し、不当労働行為事件につい
ては一応の決着がつけられた。
しかし、「1，047人の不採用問題」については、解決を見ないまま今日
に至っており、当事者やその家族の高齢化などを考慮すると、人道的精神に
基づき一刻も早い解決が望まれるところである。
昨年１１月、ＩＬＯ（国際労働機関）は、日本政府に対し、長期化する労
働争議を考慮し、問題解決に向けすべての関係者と早期に話し合いを開始す
るよう７度目の勧告を行ったところである。
政府においては、ＩＬＯ条約批准国の一員として勧告を真摯に受け止め、
早期解決に努力するよう要望する。
以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

平成１９年３月２０日
横浜市議会議長　伊波洋之助

内閣総理大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣　あて

ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書
昭和６２年の国鉄・分割民営化に際し、ＪＲ各社への移行に伴って発生
した不採用事件については、平成元年８月の東京都地方労働委員会命令を
含め、各地方労働委員会、中央労働委員会が不当労働行為を認定し、救済
命令を発した。
しかし、平成１５年１２月に最高裁第一小法廷は、日本国有鉄道改革法
２３条により、ＪＲには責任を問えないとしてこれを取り消した。
この最高裁判決によって、不当労働行為事件は、法的には一応の決着が
つけられたが、「1，047人の不採用問題」は、解決されないまま今日に至
っている。
問題発生から既に２０年近くが経過し、不採用のままとなっている当時
の職員も高齢化しているため、人道的見地に立って速やかに問題解決を図
ることが必要である。
したがって、八王子市議会は、国会及び政府に対し、ＪＲ不採用問題の
早期解決に向けて、関係者に働きかけるなど、一層努力するよう強く要請
する。
以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成１９年３月２７日
八王子市議会議長　飯沢俊一

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣
・国土交通大臣あて

右から山口事務局長・中里議長

・阿部委員長・笹原書記長


